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要旨 ･･･ 電力・ガス・食料品等価格高騰への対応のほか、企業誘致推進事業、中学校施設維持事業等に

係る歳入歳出予算の補正、繰越明許費の補正、債務負担行為の補正および地方債の補正など６億

1,101 万６千円を追加し、歳入歳出それぞれ総額 549 億 9,088 万４千円とするもの。

令和５年度花巻市一般会計補正予算（第２号）令和５年度花巻市一般会計補正予算（第２号）
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●質問･･･ 花巻図書館の建築基準法に合わない

部分の改修とはどのような内容か。

答弁･･･ 大きく３点あり、一つ目が移動図書館

車の置いてある場所の増築部分の解

体、二つ目が３階屋根裏の閉鎖、三つ

目が図書館東側ピロティの開放であ

る。
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要旨 ･･･ Ａ工区の樹木伐採費用の追加に係る歳入歳出予算の補正。4,972 万円を追加し、総額 7 億 5,806

万 6 千円とするもの。

令和５年度花巻市産業団地事業特別会計補正予算（第１号）令和５年度花巻市産業団地事業特別会計補正予算（第１号）

●質問･･･ これまでの企業誘致活動の状況について伺

う。

答弁･･･ （仮称）花南産業団地の計画を発表してから

複数の企業やデベロッパーからどういう団

地になるのか、いつ頃できるのかなどの引き

合いがある。

●質問･･･ Ｂ工区に整備される公園事業について、市が

行ったアンケートではどのような意見が出

されたのか伺う。

答弁･･･ 芝生などが広がり、のんびりできる公園、楽

しい遊具が充実している公園、健康づくり

や軽スポーツができる公園といった意見が

あった。

●質問･･･ 供用開始はいつになるのか。

答弁･･･ 令和７年度までに供用開始できるように、開

発行為の中で必要最低限な公園を整備した

後、遊具や芝生などの本格的な整備を行う計

画である。
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賛否が分かれた議案等の審議結果

会派名 明和会 はなまき市民クラブ 社民クラブ
日本共産党花巻

市議会議員団

会派に所属

しない

審
議
結
果議員名

及
川
恒
雄

伊
藤
忠
宏

藤
根　　
　
清

小
原
保
信

横
田

忍

盛
岡
耕
市

佐
藤
峰
樹

高
橋

修

小
森
田
郁
也

鹿
討
康
弘

羽
山
る
み
子

佐
藤

現

伊
藤
盛
幸

内
舘

桂

本
舘
憲
一

照
井
省
三

若
柳
良
明

阿
部
一
男

久
保
田
彰
孝

照
井
明
子

櫻
井　

肇

似
内
一
弘

佐
々
木 
精
市

大
原
　
健

菅
原
ゆ
か
り

請願５ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 ● 採択

意見書案２ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 ● 可決

〇は賛成、●は反対。議長は表決に加わりません。

請願５
ゆたかな学びの実現・教職員定数改善を図るための、２０２４年度政府予算に係る意見書の提出を求
めることについて

意見書案２ 教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度の負担割合の引き上げを求める意見書の提出について
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【菅原ゆかり　議員】

　教職員定数の改善について、国では、学校にお

ける働き方改革等に対応するため、教職員定数

を4,808人増加させるなど、すでに計画的な定数

改善の計画があることから、改めての要望は必

要ないと考える。

　義務教育費国庫負担割合は、地方６団体から

の全額廃止の要望があったものを、国として３

分の１を堅持することになった経緯から、２分

の１に戻すことはなく、義務教育費国庫負担以

外の３分の２は、地方交付税でカバーされてい

ることから反対する。
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●質問･･･ 東和中学校大規模盛土造成地の滑動

崩落防止対策工事の財源および工期

について伺う。

　答弁･･･ 財源は緊急防災・減災事業債で事業費

100％に充当し、70％の国の交付税

措置となっている。工期のスケジュー

ルは、７月に工事業者と契約後、学校

や地域の方に説明を行い、年度内の工

事完了を予定している。

���������

��������

　

【菅原ゆかり　議員】

　教職員定数改善について、「県では教職員の人員

不足で未充足になっている」ということだが、県が

教職員を任命することから、県に要望し、県として

原因を調査して対策を講じなければならないと考

える。すでに、国では計画的な定数改善の計画があ

ることから、改めての要望は必要ないと考える。

　また、義務教育費国庫負担制度は、教職員の給与

および報償費等の経費であるが、給与費等は、県費

負担教職員制度に基づき、きちんと支払われてお

り、国庫負担割合を引き上げても給与費の総額に

変更は生じないことから、意見書案に反対する。
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